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〔講演録〕
海外展開を見据えた知財ミックスによる知的財産の保護及び活用
Protection and Utilization of Intellectual Property through Strategic IP Portfolio Management for Global Market 
Development”
令和 6 年度農林水産知財対応委員会　第 3 部会
　本稿は令和 7 年 2 月 4 日に「農林水産物・食品等に関する知的財産の保護及び活用」と題する農林水産省とのコ
ラボセミナーにおいて当部会が発表した講演内容を講演録として再編集したものである。

1.はじめに
　弁理士が農業者から知的財産に関する相談を受けた際に、適切に対応できるよう、基礎的な知識を網羅しておく

要　約
　近年、葡萄のシャインマスカットや和牛肉等、海外でも高い評価を受けている日本の農林畜水産物及びその
加工品が増えている。そこで、日本の農畜林水産分野の国際競争力の強化に向けて、知的財産を創造し、保護
し、活用することが急務である。具体的には、弁理士が農業従事者やその加工品製造者や地域振興に携わる関
係者等（以下、単に「農業従事者等」という）から知的財産に関する相談を受けた際に、適切に対応できるよ
う、基礎的な知識を網羅しておくことが重要である。特に、農業知財では、「知財ミックス」といって、商標
や地理的表示等の複数の知的財産権を組み合わせて権利を取得することでより幅広い保護を受けることができ
る。弁理士が相談を受けた際に的確なアドバイスを行うためには個々のケースに応じて、的確な知財権を組み
合わせた、いわゆる「知財ミックス」の提案をすることが求められる。そのためには、「知財ミックス」を構
成する農林畜水産分野の知的財産の全体像を把握することが不可欠である。そこで、本稿では、農林水産分野
における知財マネジメントの基本を整理し、農業者が直面する課題に応じた知財戦略を理解するための指針を
提供することを目的とする。本稿は令和 7年 2月 4日に「農林水産物・食品等に関する知的財産の保護及び活
用」と題する農林水産省との共催セミナーにおいて当部会が発表した講演内容を講演録として再編集したもの
である。
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ことが重要である。特に、農業知財では、「知財ミックス」といって、商標や地理的表示等の複数の知的財産権を
組み合わせて権利を取得することが必要である。そして、弁理士が相談を受けた際に的確なアドバイスを行うため
には個々のケースに応じた「知財ミックス」の提案をすることが求められる。そのためには、「知財ミックス」を
構成する農林水産分野の知的財産の全体像を把握することが不可欠である。そこで、本稿では、農林水産分野にお
ける知財マネジメントの基本を整理し、農業者が直面する課題に応じた知財戦略を理解するための指針を提供する
ことを目的とする。

2.日本の農業経営の課題
　近年の調査※（2024 年、農林中央金庫調べ）によると、日本の野菜生産者が抱える経営課題として、以下の 3
点が挙げられている（1）。
　1．販売価格の低迷
　2．出荷価格の変動
　3．販路の拡大
　またマーケティングやブランディングの支援にも関心が高いことも明らかになっている。これらの経営課題に対
処するために、知的財産を活用した戦略的なアプローチを行うことによって、農林水産物の付加価値を高め、事業
者の競争力向上に寄与することが期待される。

3.農林水産分野の知財マネジメント
　知的財産の活用において、権利化、公知化、秘匿化のいずれを選択するかは、事業戦略や市場環境に応じた判断
が求められる。それぞれの方法には以下のようなメリット・デメリットがある。権利化を行う場合の判断基準とし
ては、①市場での競争優位性を確保する必要があるか、②費用対効果が見込めるか、③技術の公開が許容される
か、④他者による模倣や特許取得のリスクが高いか、といった要素を総合的に検討することが重要である。

4.総論：農作物等のブランド化と育成者権、地理的表示、商標による保護
　農作物等のブランディングとは、地域や品質の特色等に応じて、その農作物等がもつ独自の個性や魅力を確立
し、これを対外的に打ち出し、その独自性に対するファンを獲得することで、その農作物等が末永く愛され続ける
仕組みを作り上げることにある。そのためには、当該農作物等が持つ品質や地域性、マーケットのニーズ、競合農
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作物等の特色など、現状の把握・分析やブランド化に向けた戦略構築が必要であるのはもちろんのこと、打ち出す
べき独自性やコンセプトを体現し、これを顧客へ伝える役割を担うブランド要素（品種やブランドの名称、キャッ
チコピー、キャラクター等）を知財制度によりしっかりと保護することが極めて重要となる。
　ブランド要素の保護の中核を担う知財制度としては、まず商標法があげられる。また、農作物等のブランド化に
おいては、これに加えて、新品種の種苗と名称を保護する種苗法や、地理的表示を保護する地理的表示法（GI 法：
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律）に関しても理解しておく必要があり、状況や戦略に応じてこれらを
使い分けることが肝要である。
　ブランド化の対象である農作物等が新品種である場合には、種苗法（育成者権）による保護を受ける余地がある
が、その際、新品種の登録品種名をブランド名とすることについては慎重に検討する必要がある。そもそも品種名
とは本来誰もが自由に使える普通名称としての性格を有しており、種苗法による保護期間が満了すると、いかに品
種登録を受けた者であっても、以後はその品種名を独占的に使用することができなくなるためである。永続的にブ
ランド名を保護していくには、ブランド名を新品種に係る品種名として育成者権で保護するのではなく、品種名と
は切り離し、商標権で保護することが重要である。
　なお、以下に示すように、種苗等を指定商品とする登録商標を、品種名として種苗登録することはできず、ま
た、逆に、品種名を商標として（農作物等に関する商品・役務に係る商標として）登録することについても、自他
識別性や品質誤認等の観点から、一般的には困難を伴う。

　次に、地域との結びつきが強い農作物等のブランド化においては、地域名をブランド名として冠するものも多
く、そのようなブランド名を地理的表示（GI）として保護するのか、もしくは、商標（通常商標／団体商標／地
域団体商標）として保護するのか、という問題がある。実務上は、それぞれの制度の違いを踏まえたうえで、その
ブランド名がどのような要素から構成されるものであるか（識別性を十分に発揮する要素の有無／地理的名称の有
無／農作物等に係る普通名称の有無）、そのブランド名がどれほどの期間使用されてきたのか、周知性を獲得する
にいたっているのか、統一的な品質管理がなされているのか、ブランド名を管理する団体自らが積極的に模倣品対
策を行っていきたいのか、等々を踏まえ、いずれの制度による保護が妥当であるかを検討することになろう。ま
た、海外展開を行うブランドの場合は、我が国の法制度のみならず、海外でのブランド名の保護も見越した選択を
行う必要がある。
　以下は、GI 制度と似通った点の特に多い地域団体商標制度にフォーカスし、GI と地域団体商標の両制度におけ
る特色や概要について、簡単に整理したものである。
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5.各論：知財ミックス事例
　本項目では、日本国内の農業分野において、知財がどのように活用されてきたかについて、知財ミックスの事例
を紹介する。なお、権利取得について、例えば商標登録は特許庁の管轄、地理的表示は農林水産省の管轄と各々の
権利関係を管轄する行政機関が異なることが農業知財の特色の一つである。

　（1）　商標権×育成者権：
　農産物の種子、苗、収穫物、加工品等は各々別名称で権利を取得する必要がある。
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　（2）　商標権×育成者権：
　育成者権者が農産物の名称をコントロールしたい場合、品種名称と同じ名称で商標の権利を得ることができる。

　このような活用事例としては、以下のぶどう（ルビーロマン）が挙げられる（2）。

　（3）　商標権×育成者権：
　愛媛県が「愛媛果試 28 号」として柑橘属に品種登録した柑橘新種を全国農業協同組合連合会が「紅マドンナ」
とし商標登録した事例である。育成者権と商標登録を各々別名称として登録することで重畳的な保護が得られた事
例である。
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　以下は、食品加工品について育成者権と商標登録を行なった例である。農産物そのものだけでなく、農産物等を
用いた食品加工品についても知財ミックスによる保護が可能である。

　（4）　特許権×商標権
　農産物の栽培方法が画期的である場合には、商標権に加えて特許権による権利取得が可能である。以下は、「空
飛ぶパンプキン」という商標登録に関するかぼちゃの栽培方法について「かぼちゃの空中栽培法とその装置」とい
う特許権も獲得した事例である。

　（5）　商標権×特許権×地理的表示
　商標権と特許権に加えて、地理的表示を登録することでさらに厚い保護を得ることも可能である。例えば、以下
に紹介するのは、香川県善通寺で生産が行われている商標登録「善通寺産四角スイカ」のまさに四角型のスイカに
ついて、その栽培容器について特許権を取得し、さらに、商標登録と同名称で地理的表示も取得した例である。
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　（6）　商標権×地理的表示
　農産物以外にも、近年、神戸ビーフなど日本の畜産物も海外で広く評価されている。しかしながら、海外での虚
偽表示について、和文の商標登録に基づいた権利行使は困難である。その一方で、欧州および英国については、地
理的表示の相互保護の枠組みがあり、日本政府が欧州連合及び英国の当局に要請することにより、和文の地理的表
示の登録が和文であっても、欧州域内での虚偽表示の削除が可能である。例えば、以下の事例のように、神戸ビー
フは「神戸ビーフ」等で地域団体商標登録について商標権を獲得し、さらに地理的表示としての登録もされてお
り、海外での商標権や地理的表示もされていたが、和文による地理的表示に基づいて、欧州域内での虚偽表示を削
除することに成功した。

　このように、複数の権利取得や登録による重畳的な保護を受けることにより、評価及び品質に優れた農畜産物や
その加工品を安心して海外展開できる。農業知財における知財ミックスがいかに重要か、を理解していただけたら
幸甚である。

6.酒類の地理的表示
　酒類は農産物の加工品としての位置付けであるが、近年外国でも日本の酒類、ウイスキーや日本酒や焼酎等の愛
好者が増えており、日本の酒類が輸出され、外国の日本食材店などを中心として販売されることが多くなってい
る。また、酒類の地理的表示の保護は国税庁の管轄であり、農林水産省が管轄する農産物の地理的表示制度とは制
度が異なる。そこで、本項目では、酒類の地理的表示について検討する。
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　（1）　制度について
　農林水産物等の地理的表示保護制度が「産品の名称」を保護する制度である一方、酒類の地理的表示保護制度
は、地域の共有財産である「産地名」の適切な使用を促進する制度である（3）。

　ヨーロッパ等の諸外国では、ワインが国際貿易の主要品として古くから取引されてきたため、「原産地呼称制度」
が設けられていた。日本では、世界貿易機関（WTO）の発足に際し、ぶどう酒と蒸留酒の地理的表示の保護が加
盟国の義務とされていたことから、平成 6 年に国税庁が制度を制定した（4）。

　申請を行う官庁は、農林水産物等の地理的表示が農林水産省、酒類の地理的表示が国税庁となっている。
　地理的表示保護制度が制定されたのは、酒類の地理的表示の方が農林水産物等の地理的表示より約 20 年早く、
平成 7 年 6 月 30 日に「壱岐」、「球磨」及び「琉球」が、初めて指定されている（農林水産物等の地理的表示が最
初に登録されたのは、平成 27 年 12 月 22 日である（「あおもりカシス」等））。

　（2）　地理的表示の指定のための申立てについて
　酒類の地理的表示は、酒にその産地ならではの特性が確立されており、産地からの申立てに基づき、国税庁長官
の指定を受けることで、産地名を独占的に使用することができる。
　「地理的表示の指定に係る申立書」には、特性と共に、酒類の原料・製法等を記載する必要がある。特性につい
ては、官能的要素、微生物学的要素、化学的要素等を明確にしなければならない。そして、特性が産地に主として
帰せられることについて、自然的要因と人的要因に分けて説明する。
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　（3）　指定後の地理的表示の保護等について
　酒類の地理的表示に関するガイドライン第 1 章 9 では地理的表示の保護の申立てに関する手続きを定めており、

「（4）地理的表示の保護の申立て」において、以下のような規定を設け、各所轄税務署長が適切な措置を行うこと
としている。
　“酒類製造業者等が地理的表示の名称（表示基準第 1 項第 3 号ロに掲げる地理的表示については、表示基準第 6
項の確認をしたものに限る。）を使用してはならない酒類に地理的表示の名称を使用していることによって営業上
の利益を侵害され又は侵害されるおそれがある者は、当該酒類製造業者の製造場又は当該酒類販売業者の販売場の
所在地を所轄する税務署長に適切な措置を行うべきことを申立てることができる。”
　また、地理的表示をロゴマークとして商標登録している事案もあるため、そのいくつかを挙げておく。

7.ノウハウ管理の留意点
　以下に、特に管理に留意すべき項目について例示する（5）。
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8.おわりに
　弁理士の果たすべき貢献としては、知財マネジメントを通じて農業従事者等が持つ技術や農林畜水産物及びその
加工品の名称等を適切に保護し、競争力を高めることが挙げられる。知財ミックスを活用することで、特許・意
匠・商標・地理的表示・営業秘密を適切に組み合わせ、農業従事者等の事業の付加価値を向上させることが可能と
なる。
　また、知財戦略の立案においては、権利化の適切なタイミングや営業秘密の管理、さらには市場動向を見据えた
判断が求められる。特に海外展開を目指す場合には、現地の知財制度を踏まえた権利取得やブランド戦略が不可欠
である。
　今後、農業従事者等が直面する知財課題に対して弁理士が積極的に関与し、知財の活用を支援することが期待さ
れる。本稿で示した知財マネジメントの視点を活かし、我が国の農林畜水産分野の発展に貢献していきたい。
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